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阿蘇市における「障害」のひらがな表記の取り扱いについて 

 

「障害」の「害」という漢字の表記については、「公害」などマイナスイ

メージがあります。また、障がいのある人やそのご家族、関係団体の方々か

らは、表記を改めてほしいとのご意見が寄せられています。 

「害」の字をひらがなで表記することについては、「害」だけではなく、

「障害」すべてをひらがな表記にすべきなど様々な意見がありますが、本市

では、障がいのある方やそのご家族の皆さんの思いを大切にし、これまでの

「阿蘇市障がい者福祉計画」や「阿蘇市障がい福祉計画」では「害」の字の

ひらがな表記を使用してきたところです。 

  

表記の取り扱い 

（１）「障害者」を「障がいのある人」「障がいのある方」と表記します。 

（２）何らかの名称などで「障がいのある人」と表現することが適当でな

い場合は、「障がい者」と「害」を「がい」とひらがなで表記します。 

（例：障がい者福祉、障がい者施策、障がい者スポーツなど） 

（３）「障害」を「障がい」と表記します。 

（例：障がい程度、障がい種別、重度障がい、重複障がいなど） 

   

適用されないもの 

法律等の名称及び法律等で使用されている用語、法定の制度の名称、団体

名などの固有の名称、人の状態を表すものでないものについては、従来どお

りの表記とします。 

（例：障害者自立支援法、身体障害者手帳、特別障害者手当、障害基礎年

金、熊本県身体障害者能力開発センター、障害物の除去など）。 
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ごあいさつ 

 

 

阿蘇市では、平成 27 年 3 月に、障害者総合支援法に

よる障害福祉サービスなどの提供体制の確保に関する

数値目標を定めた「第 4 期阿蘇市障がい福祉計画」を

策定し、障害福祉施策を推進してまいりました。 

  

この度、本計画が平成 30 年 3 月で期間満了となることから、「第 5 期阿蘇市

障がい福祉計画」を策定することとなりました。この計画は「障がいがあって

もなくても、互いに人格と個性を尊重し、ともに歩む社会の実現」を基本理念

に掲げ、第 4期計画の進捗状況などを踏まえ、平成 32 年度における数値目標を

設定するとともに、平成 30 年度から平成 32 年度までの障害福祉サービスの必

要見込み量を算出し、福祉サービス基盤整備の着実な推進に向けての方策をま

とめたものです。 

 

 今後、市民の皆様や関係機関、関係団体等と連携・協働し、障がいのある方

たちが自立や参加できる社会に向け、ともに歩む社会の実現を目指してまいり

たいと思っておりますので、一層のご理解とご協力を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

 

 結びになりますが、本計画の策定にあたり、多大なご尽力をいただきました

計画策定委員会の皆様方、また、アンケート調査にご協力いただきました多く

の市民の皆様方に心から感謝申し上げ「阿蘇市障がい福祉計画」策定にあたっ

ての挨拶といたします。 

 

 

平成 30 年 3 月 

 

                     阿蘇市長 佐 藤 義 興 
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障がいがあってもなくても、 

互いに人格と個性を尊重し、 

 ともに歩む社会の実現

第１章 計画の基本的な考え方            

 

１．計画策定の趣旨 
 

第 5 期阿蘇市障がい福祉計画及び第 1 期阿蘇市障がい児福祉計画（以下、

「本計画」という）は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」（以下、「障害者総合支援法」という。）に基づき、平成 30

年度から施行される障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法

律において、障がい児福祉計画の策定が義務付けられたこと等を踏まえ、障

がいのある方の地域生活を支援するために必要な「障害福祉サービス」や「相

談支援」、「地域生活支援事業」並びに「障害児通所支援等」の各種サービス

を計画的に確保することを目的とした計画です。 

策定にあたっては、国の定める「障害福祉サービス及び相談支援並びに市

町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給

付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平

成 18 年厚生労働省告示第 395 号：平成 29 年 3 月 31 日改正、以下「国の基

本指針」という。）に即し、本市における障がいのある方の現況やニーズ等

を踏まえたうえで、数値目標の設定やサービス需要の見込み量の算出を行い

ます。 

計画期間は、平成 30 年度を初年度とし平成 32 年度を最終年度として設

定し、これまでの第 4 期阿蘇市障がい福祉計画の基本的な考え方を踏襲し策

定するものです。 

 

２．計画の基本理念 
本計画は、障害者基本法並びに熊本県障害のある人もない人も共に生きる

熊本づくり条例の理念を踏まえて「阿蘇市障がい者計画」に掲げる「障がい

があってもなくても、互いに人格と個性を尊重し、ともに歩む社会の実現」

という基本理念を共有します。 
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また、以下の２つの基本原則（障害者基本法第３条、同第４条に規定）に

基づき、障がいの有無にかかわらず、市民の誰もが相互に人格と個性を尊重

し、共生社会の実現に向け、障がいのある人たちの自立及び社会参加の支援

等のための施策を総合的かつ計画的に実施します。 

 

① みんなといっしょに自分らしく暮らせるまち 

 
▼施策や取組みの具体的な目標 

・障がいのある人が、社会のすべての場面に参加できるようにします。 

・障がいのある人が、どこで誰と暮らすのか自分で選ぶことができ、地

域でみんなと一緒に暮らすことができるようにします。 

・障がいのある人が、言語やその他のコミュニケーション手段（点字、

手話、要約筆記、筆談）を選べるようにします。 

 

② 差別のない安心して暮らせるまち 

▼施策や取組みの具体的な目標 

・障がいがあるからという理由で障がいのある人を差別しない社会をつ

くります。 

・社会的障壁（社会のかべ）のために困っている障がいのある人がいる

場合、障がいのない人と同じように社会生活を送れるような環境づく

りに取り組みます。（合理的配慮） 
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３．サービス等の提供体制の確保に関する基本的な考え方 
 

 

（１）障害福祉サービスの提供体制の確保 

①希望する障がい者等へ必要とされる訪問系、日中活動系サービスを保障 

・訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包

括支援等）の充実を図り、必要な訪問系サービスを保障します。 

・日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介

護、短期入所及び地域活動支援センターで提供されるサービス等）の充実を図り、

必要な日中活動系サービスを保障します。 

②グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等を整備し、入所等から地域

生活への移行を推進 

・地域における居住の場としてグループホーム（共同生活援助を行う住居）の充実を

図るとともに、自立訓練事業等の推進により、入所等（福祉施設の入所又は病院の

入院）から地域生活への移行を進めます。 

③福祉施設から一般就労への移行等を推進 

・就労移行支援事業等の推進により、福祉施設から一般就労への移行を進めるととも

に、福祉施設における雇用の場を拡大します。 

（２）相談支援の提供体制の確保 

①相談支援体制の整備と特定相談支援事業所の充実 

・障がいのある人が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むために、障害

福祉サービスの利用を支える相談支援体制の充実を図ります。 

②地域移行支援及び地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実 

・施設や病院から退所・退院する障がいのある人が、地域での生活に移行するために

必要な相談等の支援や、移行した人を対象とした連絡及び緊急事態等の相談体制等

の充実を図ります。 

 

（３）障がい児支援の提供体制の確保 

①乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する

体制を構築します。 

・児童福祉法及び子ども・子育て支援法を踏まえ、乳幼児期から学校卒業まで         

一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制を構築します。 
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４．計画の位置づけ 
 

（１）本計画の位置づけ 

本計画は、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福

祉法第 33 条の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」を一体の計画として

策定するものです。 

 

（２）他の計画との関係 

本計画は、国の基本指針及び熊本県障がい福祉計画との整合性を図るとと

もに、「阿蘇市総合計画」及び「阿蘇市障がい者計画」をはじめ、「阿蘇市地

域福祉計画」等の本市における分野別計画との整合性を考慮のうえ策定しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

阿蘇市子ども・子育て

支援事業計画

阿蘇市健康増進計画

阿蘇市高齢者福祉計画

及び介護保険事業計画

など

阿蘇市地域福祉計画

阿蘇市障がい者計画

阿蘇市障がい福祉計画

阿蘇市障がい児福祉計画

阿蘇市総合計画

障害者基本法

障害者総合支援法

障害者基本計画

熊本県障がい者計画

熊本県

障がい福祉計画

関
連
す
る
市
の
分
野
別
計
画
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５．計画の対象者 
 

本計画の対象となる「障がい者」とは、以下の方々です。 

・障害者総合支援法に規定された，身体障害者福祉法第 4 条に規定する

身体障害者 

・知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち 18 歳以上である者 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 5 条に規定する精神障害

者（発達障害者支援法（平成 16 年法律第 167 号）第 2 条第 2 項に規

定する発達障害者を含み，知的障害者福祉法にいう知的障害者を除

く。以下「精神障害者」という。）のうち 18 歳以上である者 

・治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定

めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者

であって 18 歳以上である者 

・「障がい児」とは，児童福祉法第 4 条第 2 項に規定する障害児をいい

ます。 

 

６．計画期間 
 

本計画の計画期間は、平成 30 年度から平成 32 年度の3 年間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５

障がい者福祉計画

（Ｈ24～29）

障がい者計画

（Ｈ30～H35）

障がい福祉計画

第3期(Ｈ24～26）

障がい福祉計画

第4期(Ｈ27～29）

第5期障がい福祉計画

第1期障がい児福祉計画

(Ｈ30～32）
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７．障がい者計画との関係 
この計画は、阿蘇市障がい者計画との整合性を図った計画です。障がい者

計画は、障害者基本法第 11 条に基づく障がい者施策の基本的方向について

定める計画であり、本市では 6 年間を 1 期として策定します。 

この障がい者計画と本計画（障がい福祉計画、障がい児福祉計画）の性格

と内容は、以下の表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．計画策定体制 
本市における計画策定体制は、事務局（福祉課）が各施策分野の資料等の

収集、現状・課題の整理、分析を行い、それに基づいて策定委員会に提出す

る計画案等を作成します。 

策定委員会は、保健・医療・福祉関係者、各種団体の長、市民代表等によ

り構成し、事務局が作成した計画案等について審議、修正を加え、最終的な

計画内容を決定します。 

 

  

障害者基本計画
（市町村障害者計画）

障害福祉計画
（市町村障害福祉計画）

障害児福祉計画
（市町村障害児福祉計画）

内容
障害者施策の基本的方向につい
て定める計画

障がい福祉サービスの見込みとそ
の確保策を定める計画（計画期間
は３年）

障害児サービス等の円滑な実施を
確保するための基本的な指針を定
める計画（計画期間は3年）

根拠法 障害者基本法（第11条第3項）
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律
（第88条第1項）

児童福祉法（第33条の20第1項）

国
障害者基本計画（第3次）
計画期間：H25年度～H29年度

県

熊本県障がい者計画「くまもと障が
い者プラン」
第5期計画期間：H27年度～H32年
度

熊本県障がい福祉計画
第4期計画期間：H27年度～H29年
度

平成30年度から策定

市
阿蘇市障がい者福祉計画
計画期間：H24年度～H29年度

阿蘇市障がい福祉計画
第4期計画期間：H27年度～H29年
度

平成30年度から策定

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保する
ための基本的な指針（平成二十九年三月三十一日告示）
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９．住民参加の方法 
 

（１）障がい者対象アンケート調査 

①調査目的 

阿蘇市障がい者計画を策定するにあたって、本市内の障がいのある人の意

識や意向、状況を把握し、計画策定や施策、取組みの立案に役立てることを

目的にアンケート調査を実施しました。 

 

②調査対象 

障害者手帳所持者の中から 1,000 人を無作為抽出しました。 

 

③調査項目 

▋客観的な状況の把握 

◍人口統計学的要因 

・性別、年齢 

◍障がいの程度及び家族の状況 

・障害者手帳の等級、難病・発達障がい・高次脳機能障がいの有無、日常生活動作の

介護度、主な介助者（続柄・性別・年代・健康状態） 

▋日常生活での行動と主観的なニーズ 

・住まいや暮らし、外出の頻度、就労状況や日中の過ごし方、余暇活動や社会活動、

保育や教育、災害時のニーズ、権利擁護、福祉サービスの利用状況、相談相手と相

談機関、行政の取組み 

 

④調査方法、調査期間 

◍調査方法：郵送法 

◍調査期間：平成 29年 10月 10日～10 月 25日 

 

⑤回収数・回収率 

・495件（有効回収率 49.5％） 
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（２）パブリックコメント（意見公募手続き） 

 

①調査目的 

阿蘇市障がい者計画を策定するにあたり、市民から意見や提案を募集する

ことを目的に実施しました。 

 

②実施方法、実施期間 

■実施方法 

・市ホームページに掲載するほか、本庁福祉課及び支所で計画（案）の閲覧ができる

ようにしました。 

■実施期間 

・平成 30年 2月 5日～2月 26日 
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第2 章 平成３２年度の数値目標            

障がいのある方の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった

課題に対応するため、次の成果目標を設定します。目標値の設定にあたって

は、国の基本指針に即し、本市の実情に応じた目標値を設定します。 

 

１．福祉施設入所者の地域生活への移行 
平成 28 年度末時点の施設入所者数※を基準として、平成 32 年度末までに

地域生活に移行する人の数について目標値を設定します。 

また、地域生活への移行を推進する観点から、施設入所者の減少に関する

目標値も設定します。 

 

＜国の基本指針＞  

・平成 28 年度末時点の施設入所者数の 9％以上が平成 32 年度末までに地域生活へ

移行することを基本とする。 

・平成 28年度末時点の施設入所者数から、平成 32年度末までに 2％以上削減する

ことを基本とする。 

※第 4期障がい福祉計画で定めた数値目標が達成されないと見込まれる場合は、

未達成割合を目標値に加える必要がある。 

 

＜阿蘇市の目標＞ 

項目 目標値 考え方 

入所施設から地域生活に 

移行する者の数 
７人 

国の基本指針に基づき、平成 28 年度末時点

の施設入所者（72人）の 9％以上（7人以上）

が、平成 32 年度末までに地域生活に移行す

ることを目指す。 

施設入所者の減少数 ２人 

国の基本指針に基づき、平成 28 年度末時点

の施設入所者（72人）の 2％以上（2人以上）

を平成 32 年度末までに削減することを目指

す。 

※「施設入所者」…施設入所の支給決定を受け、市内外の施設に入所している人を指します。 
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２．精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 
精神障がいのある人の地域移行、地域定着を推進し、地域で精神障がいの

ある人を支える環境を整備するため、平成 32 年度までの目標値として、保

健・医療・福祉関係者による協議の場の設置に関する目標を設定します。 

 

＜国の基本指針＞  

・平成 32年度末までに全ての市町村ごとに保健・医療・福祉関係者による協議の

場を設置することを基本とする。市町村単独での設置が困難な場合には、複数

市町村による共同設置であっても可。 

 

＜阿蘇市の目標＞ 

項目 目標値 考え方 

保健、医療、福祉関係者によ

る協議の場の設置 
設置 

阿蘇圏域で検討し、平成 32 年度末まで

に協議の場を設置する。 

 

３．地域生活支援拠点等の整備 
障がい者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて、地域における居住

支援の機能（相談、体験の機会・場の提供、緊急時の受入れ・対応、地域の

体制づくり等）強化に取り組みます。具体的な取り組みは、国から示される

方針や、本市の課題等を整理したうえで検討します。 

 

＜国の基本指針＞  

・地域生活支援拠点等（地域生活支援拠点又は面的な体制をいう）の整備につい

て、平成 32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも１つを整備すること

を基本とする。 

 

＜阿蘇市の目標＞ 

項目 目標値 考え方 

地域生活支援拠点等の整備 １箇所 

阿蘇圏域で検討し、平成 32 年度末までに

面的整備型により圏域に1カ所整備する。

機能としては、土曜又は日曜の相談支援

体制、緊急時の受入・対応が出来るよう

検討する。 
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４．福祉施設から一般就労への移行等 
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行す

る人の数について目標値を設定します。 

また、この目標を達成するため、就労移行支援事業の利用者数や、就労定

着支援による支援を開始した時点から 1 年後の職場定着率（新規）も設定し

ます。 

 

＜国の基本指針＞ 

・就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を平成 28年度実績の 1.5 倍

以上とすることを基本とする。 

・平成 32年度末における就労移行支援事業の利用者数を平成 28年度末における

利用者数の 2 割以上増加することを基本とする。 

・就労定着支援事業による支援を開始した時点から 1 年後の職場定着率を 8 割以

上とすることを基本とする。 

 

＜阿蘇市の目標＞ 

項目 目標値 考え方 

就労移行支援事業所等を 

通じて一般就労する者の数 
3 人 

平成28年度における一般就労への移行実

績（2人）の 1.5 倍以上（3人）を目指す。 

就労移行支援事業の利用者数 8 人 
平成 28 年度末時点における利用者（5人）

の 2割以上増加（8人）を目指す。 

就労定着支援事業の利用を開

始した時点から1年以上職場定

着した利用者の数 

1 人 

国の基本指針に基づき、31 年度と 32 年度

のいずれも 1人（1人の利用者の 100％）

を設定。 

 

 

５．障がい児支援の提供体制の整備等 
障がい児支援の提供体制の整備等を推進するため、重層的な地域支援体制

の構築及び重症心身障がい児等への支援体制の確保に関する平成 32 年度末

までの目標値として、児童発達支援センターの設置（新規）、保育所等訪問

支援を実施できる体制の構築（新規）、主に重症心身障がい児を支援する児

童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保（新規）に関する

目標を設定します。また、平成 30 年度末までに、医療的ケア児支援のため

の関係機関の協議の場の設置（新規）に関する目標を設定します。 
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＜国の基本指針＞  

・平成 32年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以

上設置することを基本とする。圏域での設置も可。 

・平成 32年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる

体制を構築することを基本とする。 

・平成 32年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも一カ所以上確保するこ

とを基本とする。圏域での設置も可。 

・医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、平成 30 年度末までに、各都道府

県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の

関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。 

 

＜阿蘇市の目標＞ 

項目 目標値 考え方 

児童発達支援センターの設置 １カ所 阿蘇圏域に 1カ所の設置を目指す。 

保育所等訪問支援を利用でき

る体制の構築 
5 カ所 

現在、阿蘇圏域 5 カ所で、サービスを提

供ができる体制が整っている。 

主に重症心身障がい児を支援

する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所

の確保 

1 カ所 阿蘇圏域に 1カ所の設置を目指す。 

医療的ケア児支援のための関

係機関の協議の場の設置 
1 カ所 

地域療育ネットワーク会議の枠組みを活

用し、阿蘇圏域に 1カ所設置を目指す。 
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第3 章 障害福祉サービスの必要量見込み      

障害福祉サービスの必要見込みに際しては、国の基本指針に即し、本市に

おける過去の利用実績からの伸び、事業所への調査等により見込量を算出す

ることとしています。 

 

１．訪問系サービスの見込量 
 

○サービスの概要 

サービスの名称 内 容 

居宅介護 自宅で入浴や排泄、食事の介護、家事における支援等を行うサ

ービス 

重度訪問介護 重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅での介護か

ら外出時の移動支援までを総合的に行うサービス 

同行援護 視覚障がいにより移動が著しく困難な人に、外出時同行し、必

要な情報の提供や移動の支援を行うサービス 

行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で、常に介護が必要

な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のた

めの援護などを行うサービス 

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サー

ビスを包括的に行う 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

現に利用している者の数、障がい者等のニーズ、平均的な一人当たりの利用量等を

勘案して、利用者数及び量の見込を設定する。 

 

【居宅介護】 第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）3ヶ年の実績の増減から年 2 人増加ペースとして設定する。 

・（時間）過去 3 ヶ年の実績平均 9.6時間で設定する。 

 

 

 

 

 

  

■「居宅介護」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 41 46 44 46 48 50

サービス量 時間/月 420 408 441 442 461 480

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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【重度訪問介護】 第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）これまで実績はないが、障がい福祉計画策定時のニーズ調査で利用意向があ

ることから、１人の利用を見込む。 

・（時間）週１回４時間×４週で見込む。 
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■「重度訪問介護」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 0 0 0 1 1 1

サービス量 時間/月 0 0 0 16 16 16

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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【同行援護】 第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）3ヶ年の実績の増減から年 0.5 人増加ペースとして設定する。 

・（時間）一人一月あたりの利用時間を 12時間で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行動援護及び重度障害者等包括支援】 第５期計画の見込量における推計方法 

・利用実績が皆無であることから、利用見込みなし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■「同行援護」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 4 5 5 5 6 6

サービス量 時間/月 21 43 61 60 72 72

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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■「行動援護」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 0 0 0 0 0 0

サービス量 時間/月 0 0 0 0 0 0

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量

■「重度障害者等包括支援」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 0 0 0 0 0 0

サービス量 時間/月 0 0 0 0 0 0

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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２．日中活動系サービスの見込量 
 

（１）生活介護 

サービス

の概要 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴や排泄、食事の介護などを行う

とともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供などを行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

現に利用している者の数、障がい者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、

平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込を設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）3ヶ年の実績の増減から年 1～2 人増加ペースとして設定する。 

・（人日分）過去 3ヶ年の実績平均から一人当たり 20日で設定する。 

※特別支援学校卒業生、H32年度に 1名の利用を見込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「生活介護」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 99 102 99 101 102 104

サービス量 人日/月 1,989 1,978 2,015 2,020 2,040 2,080

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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（２）自立訓練（機能訓練） 

サービスの

概要 

地域生活を営む上で、身体機能や生活能力の維持・向上等のために支援

が必要な人に対して、一定期間、身体機能のリハビリテーション等を行

う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

現に利用している者の数、障がい者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者

数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込を設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）3ヶ年の実績から年 1～2人の利用を見込む。 

・（人日分）2ヶ年の実績平均から一人当たり 16日で設定する。 

※平成 27年度までは、利用実績なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「自立訓練（機能訓練）」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 1 2 2 1 2 1

サービス量 人日/月 1 37 25 16 32 16

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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（３）自立訓練（生活訓練） 

サービスの

概要 

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のために支援が必要な

人に対して、一定期間、食事や家事等の日常生活能力を向上するため

の支援等を行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

現に利用している者の数、障がい者等のニーズ、施設入所者のうち地域生活への移

行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に自立訓練（生活訓練)の利

用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び利用

量の見込を設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）3ヶ年の実績を基に、地域生活移行者など新規の伸びを見込む。 

・（人日分）3ヶ年の実績平均から一人当たり 14日で設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「自立訓練（生活訓練）」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 5 4 2 4 6 7

サービス量 人日/月 51 41 43 56 84 98

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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（４）就労移行支援 

サービスの

概要 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び

能力向上のために必要な訓練を行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

現に利用している者の数、障がい者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者

数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に就労移行支援事業の利用が見

込まれる者の数、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数、特別支援学校卒業者等

新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等

を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）3 ヶ年の実績、新規の伸び、訓練期間修了者を踏まえ、大きな増減はないと

見込まれる。 

・（人日分）3ヶ年の実績平均から一人当たり 13日で設定する。 

※第 5期数値目標：H28年度末から 2 割以上増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「就労移行支援」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 4 6 8 8 8 8

サービス量 人日/月 48 77 104 104 104 104

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量

48

77

104 104 104 104

4

6

8 8 8 8

0

2

4

6

8

10

12

14

0

50

100

150

200

平成27年度

実績

平成28年度

実績

平成29年度

4～11月実績

平成30年度

見込み

平成31年度

見込み

平成32年度

見込み

人/月人日/月 サービス量 利用者数



20 

 

 

（５）就労継続支援（Ａ型） 

サービスの

概要 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識

及び能力向上のために必要な訓練を行う。 

※Ａ型（雇用型）は、就労移行支援事業を利用したが企業等の雇用に

結びつかなかった人や離職者等に対して、事業所内での雇用契約に基

づく就労機会を提供するとともに、一般就労への移行支援等を行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

現に利用している者の数、障がい者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者

数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に就労継続支援（Ａ型）の利用

が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量、地域の雇用情勢等を勘案して、利

用者数及び量の見込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）3ヶ年の実績を基に、新規の伸びを見込む。 

・（人日分）3ヶ年の実績平均から一人当たり 17日で設定する。 

※特別支援学校卒業生、毎年度、1名ずつの利用を見込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「就労継続支援（A型）」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 42 44 34 38 40 42

サービス量 人日/月 716 652 653 646 680 714

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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（６）就労継続支援（Ｂ型） 

サービスの

概要 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及

び能力向上のために必要な訓練を行う。 

※Ｂ型（非雇用型）は、就労移行支援事業を利用したが企業等の雇用に

結びつかない人や一定の年齢に達している人等に対して、就労機会の提

供等を行う（雇用契約は締結しない）。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

現に利用している者の数、障がい者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者

数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に就労継続支援（Ｂ型）の利用

が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見

込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）3ヶ年の実績の増減から年 2 人増加ペースとして設定する。 

・（人日分）3ヶ年の実績平均から一人当たり 19日で設定する。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「就労継続支援（B型）」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 51 54 55 57 59 61

サービス量 人日/月 943 1,007 1,095 1,083 1,121 1,159

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量

943
1,007

1,095 1,083 1,121 1,159

51 54 55 57 59 61

0

20

40

60

80

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成27年度

実績

平成28年度

実績

平成29年度

4～11月実績

平成30年度

見込み

平成31年度

見込み

平成32年度

見込み

人/月人日/月 サービス量 利用者数



22 

 

 

（７）就労定着支援 

サービスの

概要 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人に、就業に伴う生活

面の課題に対応できるよう、事業所・家族等の連絡調整等の支援を行う。 

※平成 30年度から新設されるサービス 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

障がい者等のニーズ、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数等を勘案して、利

用者数の見込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）これまで、一般就労への移行実績が平均年 1 人のため、今後、年 1 人の利用

を見込む。 
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（８）療養介護 

サービスの

概要 

所定の障害支援区分を有し、医療と常時介護を必要とする人に、医療

機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話等を

行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

現に利用している者の数、障がい者等のニーズ等を勘案して、利用者数の見込みを

設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）今後も利用者数は同様の数が見込まれる。 
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「療養介護」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 13 13 13 13 13 13

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み
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（９）-１ 短期入所（ショートステイ） 【福祉型】 

サービスの

概要 

自宅で介護する人が病気やレスパイトの場合等に、短期間、夜間も含

めて入浴、排泄、食事の介護等を行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

現に利用している者の数、障がい者等のニーズ等を勘案して、利用者数の見込みを

設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）3 ヶ年の実績は減少しているが、障がい福祉計画策定時のニーズ調査から、

介護者のレスパイト等の需要は増加する事が見込まれるため、毎年 2名増を見込む。 

・（人日分）過去 3ヶ年の実績平均から一人当たり 4 日で設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「短期入所（福祉型）」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 26 25 22 24 26 28

サービス量 人日/月 72 142 90 96 104 112

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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（９）-２ 短期入所（ショートステイ） 【医療型】 

サービスの

概要 

自宅で介護する人が病気やレスパイトの場合等に、医療的ケアが必要

な方に対して、短期間、夜間も含めて入浴、排泄、食事の介護、医療

的ケアの提供等を行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

現に利用している者の数、障がい者等のニーズ等を勘案して、利用者数の見込みを

設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）2ヶ年の実績から、今後も利用者数は同様の数が見込まれる。 

・（人日分）3ヶ月に 1回、3泊の利用を見込む。 

※平成 28年度までは、利用実績なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「短期入所（医療型）」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 0 1 1 1 1 1

サービス量 人日/月 0 0.25 0.75 1 1 1

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み
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３．居住系サービスの見込量 
 

（１）自立生活援助 

サービスの

概要 

施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期

的な巡回訪問や随時の対応により円滑な地域生活に向けた相談・助言

等を行うサービス 

※平成 30年度から新設されるサービス 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

単身世帯である障がい者の数、同居している家族による支援を受けられない障がい

者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活

への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込

みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・これまでの一人暮らしへの移行実績と、今後の地域移行者を見込む。 
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（２）共同生活援助（グループホーム） 

サービスの

概要 

日中に就労や日中活動系サービスを利用している人に対し、地域の共

同生活の場において、相談や入浴・排泄・食事などの介護その他日常

生活の援助を行う。 

※平成 26年 4月より共同生活介護（ケアホーム）と一元化 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

現に利用している者の数、障がい者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者

数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込ま

れる者の数、一人暮らしや家庭からグループホームに入所する者の数、グループホー

ムから退所する者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・今後も利用者数は同様の数が見込まれるが、そこに地域生活移行者と特別支援学校

卒業生を加え、人数を見込む。 

※特別支援学校卒業生、H31年度に 1名の利用を見込む 
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利用者数 人/月 63 62 64 66 69 71

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み
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（３）施設入所支援 

サービスの

概要 

施設に入所する人に対して、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等

を行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

平成 28 年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行

者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難な者の利用といった真に必要

と判断される数を加えた数を勘案して、利用者数の見込みを設定する。  

当該利用者数の見込みの設定に当たっては、平成 32 年度末において、平成 28 年度

末時点の施設入所者数の 2 パーセント以上を削減することとし、平成 29 年度末にお

いて、障がい福祉計画で定めた平成 29 年度までの数値目標が達成されないと見込ま

れる場合は、未達成割合を平成 32 年度末における施設入所者の削減割合の目標値に

加えた割合以上を目標値とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて設定するこ

とが望ましい。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・3 ヶ年の実績は増減があるが、第 5 期数値目標を反映させ、毎年度 1～2 名ずつ減を

見込む。 

※第 5期数値目標：H28年度末の入所者数から 2％以上削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「施設入所支援」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 74 77 72 71 70 70

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
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４．相談支援の見込量 
  

（１）計画相談支援 

サービスの

概要 

障害福祉サービス利用の調整を必要とする人に対し、サービス等利用

計画の作成を行う 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者数等を勘案して、利用者数の見込みを

設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・3 ヶ年の実績に、新規の伸びを見込む。 
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27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 27 29 32 34 37 39

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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（２）地域移行支援 

サービスの

概要 

施設や病院から退所・退院する障がい者に対して、住居の確保その他

の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の支援を行

う 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移

行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設

定する。 

設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市町村が対象者数及び量の見

込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・3 ヶ年の実績はないが、平成 25 年度、平成 26 年度に実績あり。今後、施設入所者

等の地域移行を見据え、毎年 1名の利用を見込む。 
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「地域移行支援」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 0 0 0 1 1 1

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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（３）地域定着支援 

サービスの

概要 

施設・病院からの退所・退院や家族からの独立などにより単身生活に

移行した人などに対して、常時の連絡体制を確保し、障がい特性に起

因して生じた緊急の事態等に相談などの支援を行う 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

単身世帯である障がい者の数、同居している家族による支援を受けられない障がい

者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活

への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込

みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・これまで利用実績はないが、今後、施設入所者等の地域移行を見据え、毎年 1名の

利用を見込む。 
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「地域定着支援」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 0 0 0 1 1 1

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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５．障害児通所支援の見込量 
 

（１）児童発達支援 

サービスの

概要 

障がい児に対して施設に通っての日常生活における基本動作の指導や

集団生活への適応訓練などを行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

地域における児童の数の推移、現に利用している障がい児の数、障がい児等のニー

ズ、保育所等での障がい児の受入れ状況、入所施設から退所した後に児童発達支援等

の利用が見込まれる障がい児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児

童数及び量の見込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）3ヶ年の実績の増減から年 7 人増加ペースとして設定する。 

・（人日分）3ヶ年の実績から一人当たり 2日で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「児童発達支援」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 36 53 58 65 72 79

サービス量 人日/月 54 64 133 130 144 158

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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（２）医療型児童発達支援 

サービスの

概要 

肢体不自由がある障がい児に対して医療機関に通っての児童発達支援

及び治療を行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

地域における児童の数の推移、現に利用している障がい児の数、障がい児等のニー

ズ、入所施設から退所した後に医療型児童発達支援等の利用が見込まれる障がい児の

数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・これまでの実績はないが、対象児童 1名、週 1回の利用を見込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「医療型児童発達支援」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 0 0 0 1 1 1

サービス量 人日/月 0 0 0 4 4 4

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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（３）放課後等デイサービス 

サービスの

概要 

就学している障がい児に対して授業終了後又は休業日に施設に通って

の訓練や社会との交流促進などを行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

地域における児童の数の推移、現に利用している障がい児の数、障がい児等のニー

ズ、保育所等での障がい児の受入れ状況、入所施設から退所した後に児童発達支援等

の利用が見込まれる障がい児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児

童数及び量の見込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）今後も利用者数は増加が見込まれ、3ヶ年の実績の増減から年 10人増加ペー

スとして設定する。 

・（人日分）3ヶ年の実績平均から一人当たり 7日で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「放課後等デイサービス」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 38 49 84 94 104 114

サービス量 人日/月 218 309 550 658 728 798

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量

218

309

550
658

728

798

38

49

84
94

104
114

0

25

50

75

100

125

150

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

平成27年度

実績

平成28年度

実績

平成29年度

4～11月実績

平成30年度

見込み

平成31年度

見込み

平成32年度

見込み

人/月人日/月
サービス量 利用者数



35 

 

（４）保育所等訪問支援 

サービスの

概要 

障がい児が通う保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応の

ための専門的な支援を行う。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

地域における児童の数の推移、現に利用している障がい児の数、障がい児等のニー

ズ、保育所等での障がい児の受入れ状況、入所施設から退所した後に児童発達支援等

の利用が見込まれる障がい児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児

童数及び量の見込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・（人）利用者数は減少傾向にあるが、障害児通所支援全体の利用者数は増加してい

ることから、今後、利用者数の増加が見込まれる。 

・（人日分）過去 3ヶ年の実績平均から一人当たり 0.2 日で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「保育所等訪問支援」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 33 28 18 22 26 30

サービス量 人日/月 9 5 3 4 5 6

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量
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（５）居宅訪問型児童発達支援 

サービスの

概要 

重度の障がい等の状態にある障がい児であって、障害児通所支援を利

用するために外出することが著しく困難な障がい児に発達支援が提供

できるよう、障がい児の居宅を訪問して発達支援を行う。 

※平成 30年度から新設されるサービス 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

地域における児童の数の推移、障がい児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、平均

的な１人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・対象児童 1 名、週 1 回の利用を見込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「居宅訪問型児童発達支援」の見込み

30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 1 1 1

サービス量 人日/月 4 4 4
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６．障害児相談支援の見込量 
 

サービスの概

要 

障害児通所給付サービス利用の調整を必要とする人に対し、障害児支

援利用計画を作成する。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

地域における児童数の推移、現に利用している障がい児の数、障がい児等のニーズ、

医療的ケア児のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・3 ヶ年の実績を基に、新規の伸びを見込む。 
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79379

「障害児相談支援」の実績と見込み

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

利用者数 人/月 15 14 30 35 40 45

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
第4期実績 第5期見込量



38 

 

７．医療的ケア児等コーディネーターの配置人数 
 

サービスの概

要 

医療的ケア児等に対する専門的な知識と経験に基づいて、支援に関わ

る関係機関との連携（多職種連携）を図り、とりわけ本人の健康を維

持しつつ、生活の場に多職種が包括的に関わり続けることのできる生

活支援システム構築のためのキーパーソンとなる医療的ケア児等コー

ディネーターを配置する。 

 

▋必要量見込に関する国の基本指針 

地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案して、必要となる配置人数の見込みを

設定する。 

 

▋第５期計画の見込量における推計方法 

・計画期間中にコーディネーターの配置を目指す。 
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第第4 章 地域生活支援事業等の必要量見込み     

 

地域生活支援事業は、障がいのある方の地域における自立した日常生活又

は社会生活を支援するため、地域の実情に応じた事業形態で市町村や都道府

県が実施するものです。 

 

（１）相談支援事業  

障がいのある人等からの相談に応じて、自立した地域生活を継続していく

ことができるよう、阿蘇市内３カ所の事業所に委託し、専門的な相談対応と、

地域の実情に根ざした情報提供に取り組みます。 

 

（２）成年後見制度利用支援事業  

成年後見制度については、現在、市の窓口において高齢者や障がいのある

人などに、成年後見制度利用相談を実施しています。 

第 5 期計画においても成年後見制度の利用促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）意志・疎通支援事業  

聴覚、言語・音声機能などの障がいのため、意思伝達に支援が必要な人に、

手話通訳者を派遣します。第 4 期計画中には一定のニーズがあり、第 5 期計

画においても同程度の利用が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「相談支援事業」の実績と見込み

平成27年度 平成28年度
平成29年

度
平成30年度 平成31年度 平成32年度

障がい者相談支援事業
（阿蘇圏域）

件/月 207 195 205 234 234 234

成年後見制度利用支援
事業

人/年 1 2 3 3 4 4

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
実績 見込み

「意思・疎通支援事業」の実績と見込み

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

人/年 7 4 4 6 6 7

件/月 4 2 2 4 4 6

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
実績 見込み

利用件数
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（４）日常生活用具給付事業  

障がいのある人に、自立生活支援用具などの日常生活用具の給付を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）移動支援事業  

屋外での移動が困難な障がいのある人に、社会参加のための外出の支援を

行います。第 4 期計画期間内も一定の利用があり、第 5 期計画においては、

利用者数、利用量とも増加が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）地域活動支援センター事業  

地域活動支援センターでは、日中の創作活動や、生産活動、社会との交流

促進など、さまざまな活動や支援を行っています。第 4 期計画期間内では、

利用者数が減少傾向にありますが、今後、更に周知や利用促進を行い、利用

者数、利用量とも増加を見込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日常生活用具費支給事業」の実績と見込み

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

利用件数 件/年 196 180 195 200 200 205

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

見込み実績

単位

「移動支援事業」の実績と見込み

平成27年度 平成28年度
平成29年

度
平成30年度 平成31年度 平成32年度

サービス量 時間/月 43 43 50 50 52 54

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
実績 見込み

「地域活動支援センター事業」の実績と見込み

平成27年度 平成28年度
平成29年

度
平成30年度 平成31年度 平成32年度

実施か所数 人日/月 89 86 75 80 82 85

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
実績 見込み
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（７）訪問入浴サービス事業  

地域における身体に障がいのある人の生活を支援するため、訪問によって

居宅で入浴サービスを提供します。毎年度、一定のニーズがあり、第 5 期計

画においても、同程度の利用が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）日中一時支援事業  

障がいのある人等の日中における活動の場の確保と、障がいのある人等を

介護している家族の一時的な休息のため、日中の一時預かりを行う事業です。 

毎年度、一定のニーズがあり、第 5 期計画においても、同程度の利用が見

込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）自動車運転免許取得・自動車改造費助成事業  

「自動車運転免許取得・自動車改造費助成事業」は、自動車運転免許の取

得に要する費用の一部を助成します。第 5 期計画においても、同程度の利用

が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

「日中一時支援事業」の実績と見込み

平成27年度 平成28年度
平成29年

度
平成30年度 平成31年度 平成32年度

人 14 14 15 15 15 15

人日/月 76 70 80 80 80 80

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

見込み

利用者数

単位
実績

「訪問入浴サービス事業」の実績と見込み

平成27年度 平成28年度
平成29年

度
平成30年度 平成31年度 平成32年度

人 2.2 3.5 3 4 4 4

人日/月 17 23 20 28 28 28

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
実績 見込み

利用者数

「自動車運転免許取得・自動車改造費助成事業」の実績と見込み

平成27年度 平成28年度
平成29年

度
平成30年度 平成31年度 平成32年度

利用件数 件/年 2 2 2 2 2 3

※平成29年度の実績は、平成29年4月～11月までの実績を踏まえた見込み

単位
実績 見込み



42 

 

第5 章 サービス見込量等確保のための方策   

 

（１）障害福祉サービス基盤の整備・促進 

障がいのある方の障がいの状態や多様なニーズに応じてサービスが選択

できるような提供体制を目指し、障害福祉サービスの基盤を整備していきま

す。 

また、サービスの質の確保、向上を目指すとともにサービス提供に係る安

全性を確保していきます。 

 

（２）相談支援体制の充実・強化 

計画相談支援については、平成 26 年度で経過措置期間が終了し、平成 27

年度からサービスの支給決定に対し義務化されました。今後も利用者の増加

が見込まれることから、研修の実施主体である県とも連携を図りながら、サ

ービス等利用計画の作成を行う事業者の提供体制を整備していきます。 

また、一般相談支援については、サービスについて一層の周知を図るとと

もに、入院や入所施設からの地域移行を推進する観点から、計画相談支援と

ともに提供体制を整備していきます。 

 

（３）障がい児支援の提供体制の確保 

障がいのある子どもについては、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービ

ス、児童福祉法に基づく障がい児支援等の専門的な支援を確保します。また、

教育・保育等との関係機関とも連携を図り、障がいのある子ども及びその家

族に対して乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な地域

で提供する体制の構築に向け、障害児通所支援の充実に計画的に取り組みま

す。 

 

（４）地域生活支援事業の充実 

地域生活支援事業は、障がいのある方の自立と社会参加の促進に向け、多

様なニーズに対応したサービスを提供するため、現在実施している事業を継

続するとともに、事業のあり方などを適宜検討し充実に努めます。 
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（５）障がい者の就労支援 

障がいのある方が働き続けられる環境づくりを推進するため、公共職業安

定所や障害者職業センター等の関係機関と連携して、就労・生活支援を実施

します。 

また、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関す

る法律」に基づき、本市における障がい者就労施設等からの物品等の調達の

推進を図るとともに、障がい者就労施設等からの受注機会を拡大します。ま

た、企業等に対して、障がい者就労施設等が提供できる物品等の情報を提供

することにより、企業等における障がい者就労施設等の物品等の需要の増進

を図ります。 
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第6 章 計画の推進                  

 

１．計画の推進体制 
 

（１）計画の進行管理（ＰＤＣＡサイクルによる計画の見直し） 

計画は、進捗状況を確認しながら、工夫・改善を積み重ね、着実に取り組

みを進めていくことが必要になります。 

障害者総合支援法においては、計画に定める事項について、定期的に調査、

分析及び評価を行い、必要があると認めるときは計画を変更することその他

の必要な措置を講じることとされており、ＰＤＣＡサイクル※により計画の

進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：障害福祉計画策定に係る実態調査及び PDCA サイクルに関するマニュアル（厚生労働省）】 

＊ＰＤＣＡサイクル…様々な分野・領域における品質改善や業務改善などに広く活用されているマネジメント手法

で、「計画（Plan）」「実行（Do）」「評価（Check）」「改善（Act）」のプロセスを順に実施していくもの。 

 

本計画の進行管理については、定期的に開催する阿蘇市障がい者福祉計画

策定委員会の意見を聞きながら、計画の進行状況の把握や見直しに努めます。

また、社会情勢の変化や各種制度、法令の改正などを踏まえ、必要に応じて

見直しを行うものとします。 
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資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ 順不同・敬称略 ）

名　　　称 職　　名

◎ 古澤　國義 阿蘇市議会文教厚生常任委員会 委員長

○ 田中　弘子 阿蘇市議会文教厚生常任委員会 副委員長

中島　元比古 阿蘇市民生委員・児童委員協議会連合会 会長

後藤　和行 阿蘇市身体障害者福祉協会 会長

岡田　留里子 阿蘇市精神障害者家族会 会長

藤崎　三郎 阿蘇市社会福祉協議会 事務局長

岩永　貴美子 医療法人高森会 時計台 相談支援専門員

宮﨑　俊史 社会福祉法人蘇幸会 たちばな園 サービス管理責任者

別府　逸郎 社会福祉法人やまなみ会 阿蘇総合支援センター 所長

宮本　誠一 夢屋プラネットワークス 代表

湯浅　聡子 阿蘇きぼうの家 施設長

佐藤　二三夫 阿蘇市身体障害者相談員 相談員

内田　博美 阿蘇市知的障害者相談員 相談員

阿蘇市障がい者福祉計画策定委員会名簿

氏　　名

◎＝委員長、○＝副委員長
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種別 住所 電話番号

阿蘇市内牧976番地2 0967-32-1127

阿蘇市内牧1214番地32 0967-32-0307

阿蘇市内牧329番地 0967-32-4545

阿蘇市内牧911番地8 0967-32-0162

阿蘇市内牧1112番地5 0967-32-4021

阿蘇市内牧976番地2 0967-32-1127

阿蘇市内牧1214番地32 0967-32-0307

阿蘇市内牧329番地 0967-32-4545

阿蘇市内牧911番地8 0967-32-0162

阿蘇市内牧1112番地5 0967-32-4021

阿蘇市内牧329番地 0967-32-4545

阿蘇市内牧911番地8 0967-32-0162

阿蘇市内牧976番地2 0967-32-1127

阿蘇市黒川431番地 0967-34-1100

阿蘇市三久保715番地 0967-32-2100

阿蘇市内牧976番地2 0967-32-1127

阿蘇市一の宮町手野963番地1 0967-22-0383

阿蘇市黒川431番地 0967-34-1100

阿蘇市内牧976番地2 0967-32-1127

阿蘇市一の宮町手野963番地1 0967-22-0383

就労移行支援 阿蘇市黒川431番地 0967-34-1100

就労継続支援(Ａ型) 阿蘇市黒川396番地 0967-34-2222

阿蘇市黒川431番地 0967-34-1100

阿蘇市黒川396番地 0967-34-2222

阿蘇市西町530番地 0967-34-0580

阿蘇市三久保715番地 0967-32-2100

阿蘇市黒川431番地 0967-34-1100

重度訪問介護 阿蘇さくら草

ケアステーションゆう

ヘルパーステーションあそ

短期入所

くんわ技研

阿蘇きぼうの家

たちばな園

阿蘇くんわの里

阿蘇くんわの里

阿蘇市内　障害福祉関連機関一覧

自立訓練（生活訓練）

居宅介護

阿蘇くんわの里

たちばな園

阿蘇市社協
デイセンター春りんどう

阿蘇市社協
デイセンターいちのみや

訪問介護事業所　春草苑

生活介護

阿蘇市社協
デイセンターいちのみや

阿蘇くんわの里

くんわ技研

阿蘇くんわの里

阿蘇市社協
デイセンター春りんどう

就労継続支援(Ｂ型)

同行援護

ヘルパーステーションあそ

ヘルパーステーションつくし

阿蘇さくら草

名称

訪問介護事業所　春草苑

ヘルパーステーションあそ

ヘルパーステーションつくし

ヘルパーステーションつくし

ケアステーションゆう

阿蘇さくら草
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種別 住所 電話番号

阿蘇市一の宮町宮地115番地1

グループホームりんどう 阿蘇市一の宮町宮地3189番地1の1

阿蘇市黒川431番地

治誠寮 阿蘇市黒川431番地

第二治誠寮 阿蘇市黒川430番地3

くんわホーム 阿蘇市黒川403番地2

かがやきハイツ 阿蘇市黒川430番地3

グリーンハウス 阿蘇市内牧452番地

コープ赤水 阿蘇市赤水1889番地1

ひだまり 阿蘇市黒川402番地

くろかわ 阿蘇市黒川67番地2

阿蘇市黒川431番地 0967-34-1100

阿蘇市三久保715番地 0967-32-2100

阿蘇市三久保715番地 0967-32-2100

阿蘇市一の宮町宮地141番地 0967-22-5505

阿蘇市内牧182番地1 0967-32-5155

阿蘇市内牧976番地2 0967-32-1127

阿蘇市内牧329番地 0967-32-4545

阿蘇市内牧911番地8 0967-32-0162

阿蘇市内牧1214番地32 0967-32-0307

阿蘇市一の宮町宮地141番地 0967-22-5505

阿蘇市西町530番地 0967-34-0580

阿蘇市蔵原626番地 0967-34-0223

訪問入浴サービス事業 阿蘇市内牧976番地2 0967-32-1127

日中一時支援事業 阿蘇市三久保715番地 0967-32-2100

名称

移動支援事業

ケアステーションゆう

ヘルパーステーションつくし

阿蘇さくら草

相談支援事業所

たちばな園相談支援事業所あそ

阿蘇市社会福祉協議会

たちばな園

時計台

阿蘇きぼうの家

夢屋プラネットワークス

阿蘇市社会福祉協議会

地域活動支援センター

施設入所支援

阿蘇くんわの里

たちばな園

時計台

特定相談支援事業らいふパート
ナー

0967-22-0525

くんわ

0967-34-1100

共同生活援助

医療法人高森会
グループホーム事業所
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